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資金決済法に基づく表示（資金移動業）_新旧対照表 
変更前（2020 年 6 月 1 日更新） 変更後（2021 年 4 月 1 日更新） 

4.利用者が支払うべき手数料、報酬若しくは費用の金額若しくはその上限額又は

これらの計算方法 
： 
(2)出金手数料： 
②国内金融機関口座への振込出金の場合：500 円(税抜き)/件 
： 
(3)再発行等手数料： 
カード再発行手数料：1,000 円(税抜き)/枚 
： 
10.契約期間の中途での解約時の取扱い(手数料、報酬又は費用の計算方法を含

む。) 
会員は、当社所定の手続きを経て、JAL Global WALLET を解約することがで

きます。出金可能バリュー保有者が、当社所定の手続きにより当社に対して金融

機関口座を指定し、残存する出金可能バリューにつき当該口座への振込または

振替出金を依頼した場合には、当社は、当該依頼に従い、振込または振替を行う

ものとします。なお、日本円以外の出金可能バリューが残存していた場合は、当

社は、当該依頼時点の当社所定為替レートにて日本円に換金の上、全額日本円に

て振込または振替を行うものとします。振込または振替出金には 500 円(税抜

き)/件の手数料がかかります。 
 

4.利用者が支払うべき手数料、報酬若しくは費用の金額若しくはその上限額又

はこれらの計算方法 
： 
(2)出金手数料： 
②国内金融機関口座への振込出金の場合：550 円(税込)/件 
： 
(3)再発行等手数料： 
カード再発行手数料：1,100 円(税込)/枚 
： 
10.契約期間の中途での解約時の取扱い(手数料、報酬又は費用の計算方法を含

む。) 
会員は、当社所定の手続きを経て、JAL Global WALLET を解約することがで

きます。出金可能バリュー保有者が、当社所定の手続きにより当社に対して金

融機関口座を指定し、残存する出金可能バリューにつき当該口座への振込また

は振替出金を依頼した場合には、当社は、当該依頼に従い、振込または振替を行

うものとします。なお、日本円以外の出金可能バリューが残存していた場合は、

当社は、当該依頼時点の当社所定為替レートにて日本円に換金の上、全額日本

円にて振込または振替を行うものとします。振込または振替出金には 550 円(税
込)/件の手数料がかかります。 
 

 


